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1. はじめに 
今月号では、弊社に総幹事業務を委託いただいている確定給付企業年金制度（以下、「DB制度」）の財

政決算結果を集計しましたので、資産運用利回り、積立比率等の分布状況ならびに過去の推移について解
説いたします。なお、基金型DB制度については平成25年3月末決算（全45件）を、規約型DB制度に
ついては平成24年9月末決算、平成24年12月末決算、平成25年3月末決算および平成25年6月末決
算（全981件）を対象に集計しております。 
 
2. 資産運用利回りおよび予定利率について 
資産運用利回り（運用報酬控除後の時価ベース利回り）の分布状況は、＜図1－①＞および＜図1－②＞
の通りです。資産運用利回りの平均は、基金型DB制度で10.86％（昨年度0.79％）、規約型DB制度で
11.40％（昨年度△2.48％）となり、昨年度に比べて大きく改善しました。特に規約型DB制度においては、
平成24年9月末決算で4.88％、平成24年12月末決算で10.95％、平成25年3月末決算で12.01％、平
成25年6月末決算で20.16％と、昨年来の株高が反映された結果となりました。 
予定利率の分布状況は＜図2－①＞および＜図2－②＞の通りです。基金型DB制度、規約型DB制度と
もに2.5％付近に集中しています。昨年と比較すると、予定利率が3.0％以上のDB制度が減少（前年度338
件→今年度324件）する一方、3.0％未満のDB制度が増加（前年度623件→今年度702件）しています。 
 

＜図1－①＞基金型DB制度における資産運用利回りの分布状況（平成25年3月末決算） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（注）初回決算を迎えた制度を除いた利回りの平均は10.96％。 
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確定給付企業年金制度の平成24年度財政決算結果について 

＜図1－②＞規約型DB制度における資産運用利回りの分布状況 
（平成24年9月末決算、平成24年12月末決算、平成25年3月末決算、平成25年6月末決算） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（注）初回決算を迎えた制度および決算月を変更した制度を除いた利回りの平均は11.69％。 
 
＜図2－①＞基金型DB制度における予定利率の分布状況（平成25年3月末決算） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜図2－②＞規約型DB制度における予定利率の分布状況 
（平成24年9月末決算、平成24年12月末決算、平成25年3月末決算、平成25年6月末決算） 
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3月末決算のDB制度を対象に、資産運用利回りの平均値および継続基準の予定利率の平均値の平成24
年度を含めた直近7年間における推移をまとめたのが、＜図3－①＞および＜図3－②＞です。平成19
年度はサブプライムローン問題、平成20年度はリーマンショックに象徴される運用環境の著しい変化を
受けて資産運用利回りが大きく落ち込んだほか、平成22・23年度も低利回りの状態が続いていましたが、
平成24年度は利回りが大幅に改善し、3年ぶりに予定利率の平均値を上回る結果となりました。一方、財
政運営の安定志向は引き続き高まっており、継続基準の予定利率については、低い予定利率での制度発足
や、より低い予定利率への財政計画の見直し等が続いているため、その平均値は低下傾向にあります。 
 
＜図3－①＞基金型DB制度における資産運用利回りおよび予定利率の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（注）3月末決算先のみを対象に集計。 
 
＜図3－②＞規約型DB制度における資産運用利回りおよび予定利率の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（注）3月末決算先のみを対象に集計。 
 
3. 継続基準の積立比率について 
＜図4－①＞および＜図4－②＞は、継続基準の積立比率（＝純資産額÷責任準備金）の分布状況です。
平成25年3月末決算から継続基準の判定内容が変更され、当該比率が1.0以上であることが求められるこ
ととなりました。しかし、この比率が1.0を下回っていても、財政再計算の要否の基準（＝（数理上資産額
＋許容繰越不足金）÷責任準備金）が1.0以上であれば、財政再計算の実施を留保することができます。財
政再計算の要否の基準は、平成25年3月末より前に用いられていた変更前の継続基準の積立比率と同じも
のであり、当該基準が1.0を下回ると、財政再計算を実施して掛金の見直しを行う必要があります。 
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確定給付企業年金制度の平成24年度財政決算結果について 

＜図4－①＞基金型DB制度における継続基準の積立比率の分布状況（平成25年3月末決算） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

＜図4－②＞規約型DB制度における継続基準の積立比率の分布状況 
（平成24年9月末決算、平成24年12月末決算、平成25年3月末決算、平成25年6月末決算） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（注）継続基準の積立比率が負になった等の理由により一部のDB制度を除いて集計。 
 
＜図5－①＞基金型DB制度における財政再計算の要否の基準の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（注）3月末決算先のみを対象に集計。 
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＜図5－②＞規約型DB制度における財政再計算の要否の基準の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（注）3月末決算先のみを対象に集計。 
 
「継続基準の積立比率」において基準値を下回る制度は基金型DB制度で4件、規約型DB制度で307
件でしたが、「財政再計算の要否の基準」において基準値を下回る制度は基金型DB制度で0件、規約型
DB制度で23件と、大半の制度において財政再計算の実施を留保することができる結果となりました。 
財政再計算の要否の基準の直近7年間における推移は、＜図5－①＞および＜図5－②＞の通りです。 
 
4. 非継続基準の積立比率について 
＜図6－①＞および＜図6－②＞は、非継続基準の積立比率（＝純資産額÷最低積立基準額）の分布状
況です。非継続基準の財政検証では、この比率が基準値以上であることが求められます。この基準値は、
平成24年1月31日付で公布された「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令」（平成24年
厚生労働省令第13号）および併せて発出された関連通知により、毎年0.02ずつ段階的に引上げられるこ
ととされており、平成25年3月末決算では0.92、平成29年3月末以降は1.0となります。 
平成25年度の積立比率の分布状況は、資産運用利回りが大幅に改善した影響もあり、多くの制度にお
いて基準値を上回る結果となりました。基金型DB制度においては全体の約64％、規約型DB制度におい
ては全体の約88％が基準値を上回っています。基金型DB制度に比べて規約型DB制度の積立比率が高く
なっていますが、その要因の一つに、適格退職年金制度の給付を承継した制度において最低積立基準額か
ら所定の額を控除する経過措置を適用している制度が多いことが挙げられます。なお、この控除額は年々
減少していき、平成29年3月末には当該経過措置は完全に終了します。 
 
＜図6－①＞基金型DB制度における非継続基準の積立比率の分布状況（平成25年3月末決算） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（注）平成25年3月31日から平成26年3月30日までを基準日とする財政検証において適用。 
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確定給付企業年金制度の平成24年度財政決算結果について 

＜図6－②＞規約型DB制度における非継続基準の積立比率の分布状況 
（平成24年9月末決算、平成24年12月末決算、平成25年3月末決算、平成25年6月末決算） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（注1）非継続基準の積立比率が負になった等の理由により一部のDB制度を除いて集計。 
（注2）平成25年3月31日から平成26年3月30日までを基準日とする財政検証において適用。 

 
＜図7－①＞基金型DB制度における非継続基準の積立比率の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（注）3月末決算先のみを対象に集計。 
 
＜図7－②＞規約型DB制度における非継続基準の積立比率の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（注）3月末決算先のみを対象に集計。 
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非継続基準の積立比率の直近7年間における推移は、＜図7－①＞および＜図7－②＞の通りです。基
金型DB制度では積立比率の平均値が年々上昇しているのに対し、規約型DB制度では年々減少しています。
これは、前述の経過措置を適用している制度が多く、年々最低積立基準額の控除額が減少していくことが
大きな要因であると考えられます。基金型DB制度では、経過措置を適用している制度は少ないため、年々
上昇傾向にあります。 
 
5. まとめ 
DB制度は、予定利率や昇給率などの基礎率を前提として掛金の計算をしており、当該前提通りに制度
を運営できた場合、理論上は年金財政上の差損益は発生しません。今期においては、運用環境が改善した
ため利差益が発生し、多くの制度で当年度剰余金を計上しました。その結果、繰越不足金の解消につなが
り、継続基準の財政検証においては、多くの制度が基準値を上回るとともに、基準値を下回った制度にお
いてもその大半が財政再計算の実施を留保することができました。 
一方で、非継続基準の財政検証においては、多くの制度が基準値を上回っており積立比率も上昇してい
ますが、前述の経過措置の影響を受け、一部の制度においては積立比率が低下しつつあります。当該経過
措置における最低積立基準額から控除できる額は年々減少していき、平成29年3月末には経過措置が完
全に終了します。また、最低積立基準額に対して求められる積立比率は段階的に引上げられ、最終的には
本来の基準値である1.0となります。そのため、最低積立基準額に係る経過措置を適用している制度にお
いては、経過措置の終了を見据えた対応が必要となります。特に、経過措置を考慮しない最低積立基準額
に対する積立比率が低い場合には、積立比率を安定的により健全なものにするため、過去勤務債務の予定
償却期間の短縮等、掛金を引上げる対策を今後検討することが必要と考えられます。 
 
 
 
 
 
 

確定拠出年金とNISA（少額投資非課税制度）の比較 
 
 
自助努力による資産形成への支援策が相次ぐ 
2012（平成24）年7月9日に国家戦略室（当時）が取りまとめた『成長ファイナンス推進会議』報告書
では、「約1,500兆円ある我が国家計金融資産について、高齢世代から若年世代への移転を促すと同時に、
確定拠出年金の普及・拡充や日本版 ISAの所要の検討により、自助努力に基づく資産形成を支援・促進し、
家計からの成長マネーの供給拡大を図ることが重要である」として、①確定拠出年金（DC）の普及・拡充、
②日本版ISA（Individual Savings Account）の所要の検討、③教育資金を通じた世代間の資産移転の促進、
の3点が主に提唱されました。これを受けて、2013（平成25）年1月29日に閣議決定された税制改正大
綱では、日本版ISA（非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置）および
教育資金贈与信託（教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置）について税制上の措置が講じられたの
は、記憶に新しいところです。 
一方、確定拠出年金（DC）については、ほんの数年前までは日本版IRA（Individual Retirement Account）
構想が提唱されるなど、資産形成に係る税制優遇措置としては日本版 ISAと並ぶ「目玉」とされていまし
たが、日本版 ISAがNISA（ニーサ）という愛称とともに急速に周知が進んでいることとは対照的に、あま
り注目されなくなっている感があります。政権交代に伴い本年（2013（平成25）年）1月に設置された政
府規制改革会議では、「リスクマネー供給による起業・新規ビジネスの創出」の一環としてDCの拡充等が
検討課題として上げられていたものの、6月5日に閣議決定された答申では一切言及されませんでした。 
 
NISAに劣らぬ魅力を有するDC 
しかしDCは、自助努力による中長期的な資産形成への支援策という面ではNISAと同じ役割を担ってい
るほか、NISAにはない機能や特徴を有しています。まず税制面では、DCは掛金が全額所得控除となるほ
か、受取時も公的年金等控除や退職所得控除の対象となるなど、NISAよりも税制優遇の度合いは大きいと
言えます。また、口座内における運用商品の配分変更や預け替え（スイッチング）が可能であり（法令上
は「少なくとも3ヶ月に1回」行えることが要件）、複数の運用商品を組合せたポートフォリオを構築し定
期的にリバランスを行うことにより長期的な資産形成を行うのに適しています。なお、手厚い税制優遇が
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利 用 者 数  

 
 

限度額（年間） 
 
 
 

総拠出限度 
対　象 

ラインナップ  
売買・ 

リバランス 
拠　出　時 
運　用　時  

給　付　時   

中途解約 

少額投資非課税制度 
（NISA） 

確定拠出年金（DC） 

拠
出
限
度
額 

 

運
用
商
品 

 

税
制
優
遇 

・自営業者等 
・企業年金の無い会社員  
5.4万人 
（2013/8/31時点）  
・自営業者等 
81.6万円（国民年金基
金等の掛金納付額を除
く） 
・企業年金の無い会社員 
27.6万円 

満20歳以上の国内居住者 
  
357.6万件（申請件数） 
（2013/10/1時点）  
 
 

100万円  
 
 
500万円（5年累計） 
株式、株式投資信託など 
金融機関により異なる  
自由だが、売却枠の再利用
は不可 

─── 
配当・譲渡益が非課税  

───   
自由だが、売却枠の再利用
は不可 

制度実施企業の社員等 
  
462.1万人 
（2013/8/31時点）  
・他に企業年金が無い場合
61.2万円 
・他に企業年金が有る場合
30.6万円 
※上記の枠内でマッチング
拠出も利用可 
上限なし 
預貯金、保険、債券投資信託、株式投資信託など 
企業または運営管理機関により異なる  

自由（少なくとも3ヶ月に1回行い得ること）  
全額所得控除 
運用益が非課税（特別法人税は2014年3月まで課税停止）  
年金受取は公的年金等控除の対象 
一時金受取は退職所得控除の対象  

原則として60歳まで不可 

企　業　型 個　人　型 

ある反面、原則60歳になるまで中途引出しが出来ないなどの制約がありますが、その代わり、DC資産を
転職先等に持ち運べるポータビリティが整備されています。 
一方NISAは、投資対象が株式および株式投信等のリスク性商品に限定されている（預貯金、国債、債
券投信等は対象外）ものの、20歳以上の国内居住者ならば誰でも利用可能であるほか、年間の拠出限度額
が100万円とDCよりも大きい点が魅力と言えます。なお、資金の売却・換金は自由ですが、一旦売却し
た枠を再利用できないという制約があります。 
以上を踏まえると、DCとNISAは競合するものでなく、むしろ補完的に活用することが望ましいと言え

ます。老後資金の形成が目的であればDCを、それ以外の使途を考えているのであればNISAを活用する
のが基本となるでしょう。更に、企業型DCに加入しているのであれば、従業員拠出（マッチング拠出）
の利用も検討に値します。いずれにせよ、それぞれの制度の特性を理解し、自身のライフスタイルを考慮
した上で制度を選択・活用することが何より重要です。 

 
＜表＞確定拠出年金とNISAの比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※「りそなコラム」は、誌面の都合により、今月は休載させていただきます。 


